
『
大
鏡
』
高
陽
院
殿
の
競
馬
は
石
清
水
八
幡
宮
の
こ
と

’
r
鼓
を
あ
し
う
打
ち
下
げ
て
」
の
一
考
察
1

若
　
菜
　
益
　
治

一　
は
じ
め
に

　
『
大
鏡
』
を
読
む
時
、
挿
話
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
が
な
ぜ
そ
の
よ

う
な
言
動
を
と
る
の
か
、
約
千
年
経
っ
た
現
代
に
生
き
る
私
に
と
っ
て

す
っ
き
り
と
納
得
で
き
な
い
場
面
に
出
会
う
こ
と
が
あ
る
。
次
に
挙
げ

る
伊
サ
伝
の
挿
話
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

　
　
い

み

じ
き
秀
句
の
た
ま
へ
る
人
な
り
。
こ
の
高
陽
院
殿
に
て
競
馬

　
　
あ
る
日
、
鼓
は
、
讃
岐
前
司
明
理
ぞ
打
ち
た
ま
ひ
し
。
一
番
に
は

　
　
な
に
が
し
、
二
番
に
は
か
が
し
な
ど
い
ひ
し
か
ど
、
そ
の
名
こ
そ

　
　
覚
え

ね
。
勝
つ
べ
き
方
の
鼓
を
あ
し
う
打
ち
下
げ
て
、
負
に
な
り

　
　
に

け
れ
ば
、
そ
の
随
身
の
、
や
が
て
馬
の
上
に
て
、
な
い
腹
を
立

　
　
ち
て
、
見
返
る
ま
ま
に
、
「
あ
な
わ
ざ
は
ひ
や
。
か
ば
か
り
の
こ

　
　
と
を
だ
に
し
そ
こ
な
ひ
た
ま
ふ
よ
。
か
か
れ
ば
、
『
明
理
・
行
成
』

　
　
と
一
双
に
言
は
れ
た
ま
ひ
し
か
ど
も
、
l
の
大
納
言
に
て
、
い
と

　
　

や
む
ご
と
な
く
て
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ふ
に
、
く
さ
り
た
る
讃
岐
前

　
　
司
古
受
領
の
、
鼓
打
ち
そ
こ
な
ひ
て
、
立
ち
た
う
び
た
る
ぞ
か
し
」

　
　
と
放
言
し
た
い
ま
つ
り
け
る
を
、
大
納
三
口
殿
聞
か
せ
た
ま
ひ
て
、

　
　
F
明
理
の
濫
行
に
、
行
成
が
醜
名
呼
ぶ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
い
と
辛

　
　
い

こ
と
な
り
」
と
て
、
笑
は
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
人
々
、
「
い
み

　
　

じ
う
の
た
ま
は
せ
た
り
」
と
て
、
興
じ
た
て
ま
つ
り
て
、
そ
の
頃

　
　
の

言
ひ

ご
と
に
こ
そ
し
は
べ
り
し
か
o

　
　

（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
1
1
1
十
p
a
　
F
大
鏡
」
、
一
九
九
六
年
、

　
　
小
学
館
、
I
九
I
頁
、
底
本
は
近
衛
本
）

　

こ
の
話
は
、
藤
原
道
長
（
九
六
六
～
1
0
二
八
）
の
側
近
で
あ
る
藤

原
行
成

（九
七
二
～
1
0
二
七
）
賛
美
謹
の
一
つ
の
挿
話
で
あ
る
。
あ

ら
す
じ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
高
陽
院
で
競
馬
が
あ
っ
た
。
源
明
理
（
生
没
年
不
詳
）
が
r
勝
つ
べ

き
方
の
鼓
を
あ
し
う
打
ち
下
げ
」
た
た
め
に
、
負
け
た
乗
尻
（
騎
手
）

の

随
身
が
、
自
分
の
敗
因
を
明
理
が
「
鼓
打
ち
そ
こ
な
」
っ
た
か
ら
だ

と
、
腹
を
立
て
な
が
ら
言
い
放
っ
た
と
こ
ろ
、
行
成
の
機
知
に
富
ん
だ
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秀
句
「
明
理
の
濫
行
に
、
行
成
が
醜
名
呼
ぶ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
い
と
辛

い

こ
と
な
り
」
に
よ
っ
て
丸
く
収
ま
り
、
そ
の
一
件
は
当
時
の
語
り
ぐ

さ
と
な
っ
た
と
い
う
。

　

こ
の
『
大
鏡
』
伊
ヂ
伝
の
挿
話
に
類
似
し
た
話
が
、
『
江
家
次
第
』

巻
第
十
九
、
臨
時
競
馬
事
に
あ
る
こ
と
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
国
学
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
石
千
引
の
『
大
鏡
短
観
抄
』
を
は
じ
め
、
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
『
江
家
次
第
』
の
該
当
本
文
を
次
に
示
す
。

　
　
故
長
経
朝
臣
、
打
競
馬
鼓
、
頗
有
偏
頗
、
是
国
負
畢
、
是
国
来
鼓

　
　
下
放
言
長
経

日
、
君
心
操
如
此
、
乃
不
被
昇
進
也
、
明
理
・
行
成

　
　
者
、
当
初
殿
上
l
双
也
、
一
人
者
大
納
言
在
殿
上
、
一
人
者
、
在

　
　
地
下
打
鼓
、
有
人
日
、
何
依
囮
言
事
長
経
、
喚
公
卿
名
哉
、

　
　

（『
神
道
大
系
』
朝
儀
祭
祀
編
四
r
江
家
次
第
」
、
1
九
九
1
年
、

　
　
神
道
大
系
編
纂
会
、
七
七
二
頁
、
以
下
r
江
家
次
第
」
を
引
用
す

　
　
る
場
合
は
同
じ
）

　
『
大
鏡
』
伊
ヂ
伝
の
挿
話
と
『
江
家
次
第
』
を
比
較
す
る
と
、
明
理

が
長
経
と
い
う
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
、
明
理
の
鼓
は
「
頗
る
偏
頗
あ
り
」

と
見
え
る
よ
う
に
「
か
た
よ
っ
て
不
公
平
で
あ
っ
た
、
え
こ
ひ
い
き
し

た

も
の
で
あ
っ
た
」
こ
と
、
負
け
た
随
身
が
是
国
と
い
う
人
物
で
あ
っ

た
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
そ
の
上
で
疑
問
と
し
て
湧
き
上
が
っ
て
く
る

の

は
、
〈
一
、
な
ぜ
明
理
は
不
公
平
で
え
こ
ひ
い
き
な
鼓
を
打
っ
た
の

か
〉
、
〈
二
、
そ
の
場
に
い
た
者
た
ち
は
、
明
理
の
鼓
を
聞
き
、
是
国
に

同
情
し
、
明
理
に
批
判
の
目
を
向
け
た
の
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
逆
に

明
理
を
の
の
し
っ
た
是
国
に
批
判
の
目
が
向
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
〉
、

そ

れ

を
明
ら
か
に
し
た
上
で
〈
三
、
行
成
の
「
明
理
の
濫
行
に
、
行
成

が
醜
名
呼
ぶ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
い
と
辛
い
こ
と
な
り
」
が
ど
の
よ
う
な

状
況
で
「
秀
句
」
と
し
て
讃
え
ら
れ
た
の
か
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

r人
々
、
『
い
み
じ
う
の
た
ま
は
せ
た
り
』
と
て
、
興
じ
た
て
ま
つ
り
て
、

そ

の

頃
の
言
ひ
ご
と
に
こ
そ
し
は
べ
り
し
か
」
と
結
ぶ
こ
の
挿
話
に
つ

い

て
深
く
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。

　
　
二
　

あ
し
う
う
ち
さ
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
こ

　
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
大
鏡
』
は
、
「
あ
し
う
打
ち
下
げ
て
」
に
つ

い

て
、
「
故
意
に
負
け
る
よ
う
に
打
っ
た
」
と
し
、
『
江
家
次
第
』
と
齪

甑
が

な
い
意
味
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
補
注
に
は
そ
の
経
緯

と
し
て
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
　

あ
し
う
う
s
ち
さ
げ
て
　
　
久
原
本
・
披
雲
閣
本
も
同
じ
。
蓬
左

　
　
本

は
「
…
う
ち
ま
げ
て
」
。
新
註
対
訳
大
鏡
に
は
、
「
さ
げ
て
」
の

　
　
本
文
に
よ
っ
て
、
「
調
子
を
さ
げ
て
打
ち
」
と
あ
り
、
競
馬
の
時

　
　
の

打

ち
方
が
詳
し
く
説
明
し
て
あ
る
。
実
際
の
方
法
に
つ
い
て
は

　
　
知

ら
な
い
か
ら
明
言
で
き
な
い
が
、
大
鏡
新
講
が
、
「
さ
」
は

　
　
F
万
」
の
草
体
の
誤
り
と
見
て
、
「
ま
げ
て
」
（
柾
げ
て
、
曲
げ
て
）

　
　
の

本
文
を
採
っ
た
の
に
よ
り
た
い
。
た
だ
し
意
味
は
故
意
に
負
け

　
　

る
よ
う
に
打
っ
た
と
見
た
い
。
（
四
六
一
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、
本
文
「
さ
げ
て
」
の
解
釈
は
、
勝
ち
を
「
ま
げ
て
」

と
も
と
る
こ
と
が
で
き
、
ど
ち
ら
に
も
考
え
を
巡
ら
せ
な
が
ら
苦
慮
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

た

結
果
で

あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
『
新
註
対
釈
　
大
鏡
』
が
r
調
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子

を
下
げ
て
打
ち
」
と
す
る
の
は
、
本
文
「
さ
げ
て
」
の
意
を
忠
実
に

読
み

取

ろ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
意
で
は
、
な
ぜ
打
ち

下
げ
た
こ
と
が
負
け
た
随
身
の
怒
り
を
買
っ
た
の
か
と
い
う
因
果
関
係

の

問
い
の
答
え
に
結
び
つ
か
な
い
。
鼓
を
下
手
に
打
と
う
が
、
低
く
打

と
う
が
、
目
の
前
の
勝
負
の
結
果
に
影
響
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た

鼓

は
1
つ
の
音
階
し
か
出
せ
な
い
楽
器
で
あ
る
。
叩
き
方
次
第
で
音
の

高
低
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
低
く
打
つ
と
い
う
こ
と

が

で

き
な
い
の
で
あ
る
。
や
は
り
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
の
よ
う
に

F故
意
に
負
け
る
よ
う
に
打
っ
た
」
と
し
た
方
が
、
す
っ
き
り
と
解
釈

が

通

る
。
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
が
そ
の
根
拠
と
し
た
『
原
文
対
照

　
　
　
　
　
　
　

　
大
鏡
新
講
』
を
見
る
と
、
「
諸
本
『
う
ち
さ
げ
て
』
と
あ
る
が
、
岩

波
本
は
『
う
ち
ま
け
て
』
と
あ
る
。
『
打
ち
ま
げ
て
』
と
し
た
方
が
前

に

引
い
た
江
家
次
第
の
文
に
ぴ
っ
た
り
合
う
」
と
の
説
明
が
あ
り
、
蓬

左
文
庫
本

と
言
う
の
は
、
和
田
英
松
氏
が
翻
刻
し
た
活
字
を
見
て
判
断

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
真
偽
を
確
か
め
る
た
め

に

蓬
左
文
庫
本
の
複
写
を
取
り
寄
せ
て
確
認
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
確
か

に

「
う
ち
ま
け
て
」
と
あ
っ
た
。
た
だ
し
「
ま
」
の
字
母
は
「
万
」
で

は

な
く
、
F
末
」
で
あ
っ
た
。
字
母
「
末
」
の
「
ま
」
は
字
母
「
左
」

の

r
さ
」
の
誤
写
で
あ
る
と
推
察
す
る
の
は
、
か
な
り
の
無
理
が
あ
る
。

『
大

鏡
』
の
原
本
が
F
ま
け
て
」
で
あ
っ
た
可
能
性
か
ら
解
決
を
図
る

の

は

益
々

難

し
く
な
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
先
学
た
ち
も
『
大
鏡
』

や

『
江
家
次
第
』
の
鼓
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
に
間
違
い

は
な
い
。

三
　
石
清
水
八
幡
宮
の
競
馬

　
『
大
鏡
』
伊
ヂ
伝
の
競
馬
は
、
い
つ
の
こ
と
だ
っ
た
の
か
o
こ
の
問

題

つ
い

て

は
、
槙
野
廣
造
氏
が
「
い
み
じ
き
秀
句
の
た
ま
へ
る
人
な
り
」

　
　
　
　
　
　
　
つ
こ

ー
行
成
と
明
理
考
1
で
、
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
九
月
二
十
三
日
に

石
清
水
八
幡
宮
で
行
わ
れ
た
競
馬
が
、
万
寿
元
年
（
一
〇
二
四
）
九
月

十
九
日
に
行
わ
れ
た
高
陽
院
の
競
馬
と
し
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
明
理
と
長
経
が
同
l
人
物
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
も
、
『
大
鏡
裏
書
』
巻
三
の
「
讃
岐
守
明
理
事
　
致
仕

大
納
言
重
光
卿
男
」
に
み
る
と
お
り
、
源
重
光
男
で
、
『
尊
卑
分
脈
』

に

み

え
る
「
長
経
」
と
同
l
人
物
で
、
「
明
理
」
か
ら
長
経
へ
の
改
名

時
期
は
、
寛
弘
二
、
三
年
（
一
〇
〇
五
～
六
）
ご
ろ
で
あ
ろ
う
と
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
大
鏡
詳
解
』
を
は
じ
め
、
今
日
ま
で
『
大

鏡
』
伊
サ
伝
の
競
馬
は
万
寿
元
年
九
月
十
九
日
の
高
陽
院
競
馬
で
あ
る

と
す
る
見
方
か
ら
未
だ
脱
却
で
き
て
い
な
い
。
槙
野
論
文
が
広
く
検
討

さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
こ
こ
で
そ
の
一
端
に
触
れ
な
が
ら
挿
話
の

内
容
を
見
て
い
き
た
い
。
本
稿
は
競
馬
に
お
け
る
鼓
の
役
割
を
軸
に
検

討
を

進
め

た

い

の

で
、
十
分
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
は
、

槙
野
氏
の
論
文
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
さ
て
、
寛
仁
元
年
九
月
二
十
三
日
の
競
馬
の
検
討
に
移
り
た
い
。
こ

の

競
馬
は
、
道
長
が
、
正
室
、
源
倫
子
（
九
六
四
～
1
0
五
三
）
、
娘

の

藤
y
m
t
s
子
　
（
　
1
　
O
O
O
～
l
o
三
六
）
、
藤
原
嬉
子
　
（
1
　
O
O
七
～

10
二

五
）
、
さ
ら
に
摂
政
頼
通
（
九
九
二
～
1
0
七
四
）
以
下
、
公
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卿
二
十
人
ら
を
伴
っ
て
、
石
清
水
八
幡
宮
に
参
詣
し
た
時
に
行
わ
れ
た
。

『
大
鏡
』
が
採
用
す
る
競
馬
と
し
て
、
申
し
分
の
な
い
盛
行
ぶ
り
で
あ
っ

た
。
こ
の
寛
仁
元
年
と
い
う
年
は
、
五
月
に
先
帝
、
三
条
院
（
九
七
六

～
1
0
1
七
）
の
崩
御
、
六
月
に
は
、
三
条
院
の
子
、
敦
明
親
王
（
九

九
四
～
1
0
p
a
　
l
）
を
退
か
せ
て
、
孫
の
敦
良
親
王
　
（
1
　
O
O
九
～
一

o
四

五
）
を
東
宮
と
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
道
長
が
前
年
に
帝

位
に
就
い
た
孫
、
後
一
条
天
皇
（
一
〇
〇
八
～
1
0
三
六
）
の
御
代
を

般皿

石
の
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
石
清
水
八
幡
宮
へ

の

参
詣

は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
も
あ
っ
て
、
道
長
の
念
願
で
あ
っ
た
と

さ
れ
、
そ
の
様
子
は
『
御
堂
関
白
記
』
、
『
小
右
記
』
、
『
左
経
記
』
に
記

録

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
ま
ず
『
左
経
記
』
の
記
事
（
寛
仁
元
年
九
月

二
十
三
日
条
）
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
次
有
競
馬
事
、
〈
左
毛
奏
頭
保
昌
朝
臣
、
右
毛
奏
備
後
前
司
政
職

　
　
朝
臣
、
〉
名
奏
奉
仕
左
右
馬
允
、
摂
津
守
長
経
・
内
匠
頭
理
国
井

　
　
余
有
召
進
立
中
階
東
腋
、
〈
北
面
西
上
、
頗
西
殿
御
方
、
〉
　
仰
云
、

　
　
長
経
朝
臣
鼓
、
余
鉦
鼓
、
理
国
標
勅
使
可
奉
仕
、
同
微
称
、
各
行

　
　
其
所
、
勤
件
事
、

　
　
一
番
、
左
勝
、
〈
武
文
、
年
難
及
七
十
六
、
騎
馬
体
宛
如
壮
年
、

　
　
鼓
仁
勝
也
、
〉
　
左
右
、
持
（
増
補
資
料
大
成
『
左
経
記
』
に
よ
る
、

　
　
稿
者

が
一
部
校
訂
し
た
、
文
字
は
一
部
正
字
・
常
用
漢
字
に
改
め

　
　

た
、
割
註
は
〈
　
〉
で
示
し
た
）

　

こ
れ
を
見
る
と
、
摂
津
守
源
長
経
（
生
没
年
未
詳
）
が
鼓
を
担
当
し

て
い

る
こ
と
が
見
え
る
。
こ
れ
は
前
掲
の
『
江
家
次
第
』
と
一
致
す
る
。

ま
た
『
左
経
記
』
の
記
主
、
源
経
頼
（
九
八
五
～
1
0
三
九
）
が
鉦
鼓

を
担
当
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
寛
仁
元
年
の
競
馬
は
、
天
皇
（
公
）

主
催
の
も
の
で
は
な
く
、
摂
関
家
（
私
）
主
催
の
競
馬
で
あ
っ
た
の
で
、

官
司
機
構
が
運
営
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
道
長
と
石
清
水
八
幡
宮

を
参
詣
し
た
公
卿
ら
が
自
分
の
縁
者
に
声
を
か
け
、
公
的
な
儀
式
に
準

じ
て
競
馬
を
行
っ
た
の
だ
ろ
う
。
『
江
家
次
第
』
に
は
前
掲
の
他
に

r弁
・
少
納
言
退
レ
左
、
経
二
殿
後
一
著
二
馬
出
床
子
一
、
即
給
二
太

　
　
　
　
で
こ

鼓
・
鉦
鼓
＝
と
あ
り
、
弁
と
少
納
言
が
鼓
と
鉦
鼓
を
担
当
す
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
、
経
頼
は
左
少
弁
（
『
弁
官
補
任
』
に
よ
る
）

で

あ
っ
た
の
で
、
故
実
に
適
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
天
皇

（
公
）
主
催
の
儀
式
を
意
識
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
た
だ
し
、
長
経

が
弁

ま
た
は
少
納
言
と
す
る
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
長
経
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
長
経
が
『
左
経
記
』
の
示
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

「
摂
津
守
」
で
あ
っ
た
の
は
、
寛
仁
元
年
か
ら
寛
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）

の

間
で
あ
っ
た
。
『
大
鏡
』
伊
サ
伝
が
言
う
讃
岐
守
で
あ
っ
た
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

そ

の

後
の

万
寿
元
年

（
一
0
1
l
g
e
）
か
ら
万
寿
四
年
（
一
〇
1
l
七
）
　
g

四

年
間

で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『
左
経
記
』
長
経
と
『
大
鏡
』
明
理

を
つ
な
ぐ
根
拠
の
一
つ
と
三
口
え
る
。

　

た
だ
し
、
『
大
鏡
』
伊
ヂ
伝
の
記
述
が
「
讃
岐
前
司
」
と
す
る
の
に

は
物
語
上
の
問
題
が
あ
る
。
『
大
鏡
』
伊
サ
伝
が
舞
台
と
し
て
託
し
た

高
陽
院
競
馬
、
つ
ま
り
万
寿
元
年
九
月
十
九
日
は
、
長
経
が
讃
岐
に
赴

い

て
い

る
期
間
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
競
馬
の
為
に
わ
ざ
わ
ざ
石
清

水
に
赴
い
た
と
は
考
え
に
く
く
、
こ
の
日
の
記
録
に
長
経
が
い
た
と
す
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る
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。
槙
野
氏
も
『
大
鏡
』
伊
ヂ
伝
が
「
讃
岐
前
司
」

と
語
る
の
は
整
合
性
が
生
じ
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
を
先
学
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

尋
ね

て
み

る
と
、
松
村
博
司
氏
が
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
の
物
語
で

あ
る
『
大
鏡
』
が
、
長
久
四
年
（
一
〇
四
三
）
正
月
に
伊
賀
守
に
任
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
藤
原
資
国
（
生
没
年
未
詳
）
を
「
伊
賀
前
司
」
と
言
う
例
を
挙
げ
て
、

『
大
鏡
」
に
は
万
寿
二
年
を
現
在
と
す
る
と
、
そ
れ
に
相
反
す
る
記
述

が
少
な
く
と
も
五
ヵ
所
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
讃
岐
前
司
」

と
語
る
の
も
こ
れ
と
同
様
の
問
題
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う

な
矛
盾
は
、
『
大
鏡
』
の
成
立
年
代
が
万
寿
二
年
で
は
な
く
、
そ
れ
以

降
の
院
政
期
だ
か
ら
生
ず
る
問
題
で
、
院
政
期
か
ら
見
れ
ば
、
長
経
の

F讃
岐
前
司
」
も
資
国
の
「
伊
賀
前
司
」
も
つ
じ
つ
ま
が
合
う
の
で
あ

る
。
「
讃
岐
前
司
」
の
誤
り
は
、
寛
仁
元
年
の
競
馬
を
万
寿
元
年
の
競

馬
と
し
て
舞
台
を
移
し
た
時
に
生
じ
た
の
だ
ろ
う
。
作
者
が
気
づ
か
ぬ

う
ち
に
皮
肉
に
も
自
ら
舞
台
の
転
換
を
示
す
こ
と
と
な
っ
た
と
見
る
。

　
で

は
、
寛
仁
元
年
の
競
馬
を
詳
し
く
見
て
み
た
い
。
主
催
し
た
道
長

の

日
記
『
御
堂
関
白
記
』
の
九
月
二
十
三
日
条
を
次
に
示
す
。

　
　
競
馬
、
左
勝
、
一
番
、
〈
左
武
文
、
勝
鼓
、
右
助
宣
、
＞
1
　
l
e
l
a
　
〈
左

　
　
季
忠
、
勝
、
右
正
近
、
〉
三
番
〈
左
是
国
、
右
公
忠
、
勝
鼓
、
〉

　
　
四
番

〈
左
為
弘
、
右
正
武
、
勝
、
〉
五
番
〈
左
武
重
、
右
武
方
〉

　
　
持
、
六
番
〈
左
時
頼
、
勝
、
右
為
政
、
〉
七
番
〈
左
信
遠
、
勝
、

　
　
右
近
年
、
〉
　
八
番
〈
左
公
方
、
右
者
渡
、
右
貞
安
〉
九
番
〈
左
光

　
　
武
、
勝
、
右
助
武
、
〉
　
十
番
〈
左
武
仁
、
右
光
頼
、
勝
、
〉
。
勝
者

　
　
方
公
卿
井
人
々
纒
頭
、
次
龍
王
、
有
定
召
納
蘇
利
（
大
日
本
古
記

　
　
録

『
御
堂
関
白
記
』
に
よ
る
、
稿
者
が
一
部
校
訂
し
た
、
文
字
は

　
　
一
部
正
字
・
常
用
漢
字
に
改
め
た
、
割
註
は
〈
〉
で
示
し
た
、

　
　
以
下

『
御
堂
関
白
記
』
を
引
用
す
る
場
合
は
同
じ
）

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
十
番
勝
負
で
あ
っ
た
こ
の
日
の
競
馬
の
一
番
ご
と

に
、
左
右
の
乗
尻
の
名
と
そ
の
勝
敗
が
記
さ
れ
て
い
る
。
引
き
分
け
は

F
持
」
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
全
体
の
勝
敗
は
、
左
方
の
龍
王

（
陵
王
）
が
競
馬
直
後
に
奏
楽
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
左
方
が
勝
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。
負
け
た
随
身
と
さ
れ
る
雀
部
是
国
（
生
没
年
未
詳
）

が

三
番
に
登
場
す
る
。
『
大
鏡
』
が
コ
番
に
は
な
に
が
し
、
二
番
に

は

か
が

し
な
ど
い
ひ
し
か
ど
、
そ
の
名
こ
そ
覚
え
ね
」
と
語
っ
た
後
、

明
理
の
鼓
の
話
に
移
っ
て
い
る
の
は
、
問
題
の
対
決
が
三
番
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
寛
仁
元
年
九
月
二
十
三
日
の
競
馬
を
表
面
上
に

は
出
さ
な
い
も
の
の
、
『
大
鏡
』
の
作
者
が
史
実
に
従
っ
て
話
を
展
開

し
た
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　
勝
敗
に

つ
い

て
見
て
み

る
と
、
左
方
は
一
、
二
、
六
、
七
、
九
番
の

五
勝
、
右
方
は
三
、
四
、
十
番
の
三
勝
、
五
番
が
持
で
あ
る
こ
と
が
確

か

め
ら
れ
る
。
八
番
は
、
割
註
に
「
右
者
渡
」
と
あ
る
。
『
御
堂
関
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

記
全
注
釈
　
寛
仁
元
年
』
は
「
渡
　
勝
負
を
渡
す
ー
棄
権
の
意
味
か
」

と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
に
従
う
と
左
方
に
一
勝
が
加
わ
る
。
割
註
は
、

左
方
の
下
に
記
し
て
い
る
の
で
、
「
右
は
左
に
渡
す
」
の
意
と
し
、
左

方
が
六
勝
、
右
方
が
三
勝
、
持
が
一
と
し
て
お
き
た
い
。

　
『
左
経
記
』
、
『
御
堂
関
白
記
』
、
『
小
右
記
』
を
参
照
し
な
が
ら
、
こ

の

日
の
十
番
の
結
果
を
表
で
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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表
一
　
寛
仁
元
年
九
月
二
十
三
日
の
競
馬
（
石
清
水
八
幡
宮
）

番

勝

鼓

官
名

乗
尻
の
名

随
身

一

b
鼓

左
近
将

近
将
監

二

鼓

左
近
府
生

近
府
生

　

頼
通長

随
身
④

三

●

鼓

左
近
府

近
府
生

四

ぴ
，
，

左
近
番
長

近
府
生

茨

公
季
随
身

五

左
近
番

近
番
長

秦
武武

方

六

沿

左
近
番
長

尾

実

七

b

左
近
番
長

近
衛

実

八

左
近
番

近
衛

高

九

b

右
近近

衛

下
毛
野
光

〕
助
武

道
長

十

．
ぴ
，

右
近
府

〔表
に

つ
い
て
〕

・
古
記
録
に
従
い
、
左
方
、
右
方
の
順
で
示
し
た
。

．

勝
の
欄
は
、
左
方
勝
利
は
「
○
」
、
右
方
勝
利
は
「
●
」
、
持
の
は
左

に

「
△
」
、
右
に
「
▲
」
で
示
し
た
。
標
勅
使
の
判
断
を
基
準
に
し

た
。

．

鼓
の
欄
は
、
鼓
が
勝
敗
を
決
定
し
た
対
戦
に
「
鼓
」
と
記
し
た
。

・

官
名
及
び
誰
の
随
身
で
あ
る
か
を
そ
れ
ぞ
れ
の
欄
で
示
し
た
。
こ
れ

は

長
和
二
年
（
一
〇
1
　
1
1
1
）
九
月
十
六
日
、
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）

五
月
十
六
日
の
競
馬
の
『
小
右
記
」
の
記
事
を
参
照
し
た
。
そ
の
他

の

史
料
に
よ
っ
た
の
は
次
の
通
り
。

①

『
御
堂
関
白
記
』
寛
仁
元
年
九
月
六
日
／
②
『
御
堂
関
白
記
』
寛

仁
元
年
四

月
三
日
／
③
『
小
右
記
」
長
和
二
年
九
月
十
六
日
、
長
和

三
年
五
月
十
六
日
は
「
近
」
を
「
親
」
と
す
る
／
④
『
小
右
記
』
寛

弘
五
年
十
一
月
l
日
／
⑤
『
地
下
家
伝
』
／
⑥
『
権
記
」
（
増
補
史

料
大
成
）
寛
弘
八
年
三
月
十
日
／
⑦
『
御
堂
関
白
記
』
寛
仁
二
年

（
1
0
1
七
）
九
月
二
十
三
日
／
⑧
『
小
右
記
』
寛
仁
二
年
三
月
十

三

日
に
「
府
生
」
と
も
見
え
る
／
⑨
『
小
右
記
』
長
和
四
年
七
月
十

三

日
／
⑩
『
小
右
記
』
長
和
四
年
（
一
〇
一
五
）
四
月
二
十
四
日
／

⑪

『
小
右
記
』
長
和
三
年
四
月
十
七
日
／
⑫
『
小
右
記
』
長
和
三
年

六
月
十
五
日
／
⑬
『
小
右
記
』
長
和
二
年
九
月
二
十
一
日
／
⑭
『
小

右
記
』
寛
仁
元
年
十
二
月
十
日
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寛
仁
元
年
の
競
馬
で
勝
敗
に
鼓
が
関
係
し
て
い
る
の
は
、
一
と
三
番

で

あ
る
。
槙
野
氏
は
、
『
御
堂
関
白
記
』
と
『
左
経
記
』
を
比
較
し
て
、

『
左
経
記
』
の
「
左
右
、
持
」
は
、
　
一
番
の
武
文
（
九
四
二
～
1
0
二

O
）
、
扶
宣
（
生
没
年
未
詳
）
戦
が
「
持
」
で
あ
っ
た
が
鼓
に
よ
っ
て

左
が
勝
っ
た
と
解
釈
し
、
同
様
に
『
御
堂
関
白
記
』
三
番
の
是
国
、
公

忠
戦
も
鼓
に
よ
っ
て
公
忠
が
勝
っ
た
と
す
る
べ
き
と
説
い
て
い
る
。
一

番
勝
負
で
の
武
文
の
勝
ち
は
、
七
十
六
歳
の
老
体
武
文
に
花
を
持
た
せ

た

の

だ

と
槙
野
氏
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
槙
野
氏
の
説
明
を
検
証
す
る

た

め
に
、
寛
仁
元
年
に
近
い
長
和
二
年
九
月
十
六
日
と
長
和
三
年
五
月

十
六

日
の
競
馬
の
記
事
を
次
に
示
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
の
後
に
、
対

戦
結
果
を
表
に
し
て
示
す
。
表
の
見
方
は
、
表
一
を
参
考
に
し
て
い
た

だ
き
た
い
。

　
ま
ず
長
和
二
年
九
月
十
六
日
の
競
馬
を
示
す
。

　
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
二
年
九
月
十
六
日

　
　
一
番
、
左
将
監
多
武
文
、
右
将
監
播
磨
保
信
等
、
御
馬
廻
乗
数
剋
、

　
　
従
未
二
剋
及
申
四
剋
、
極
冷
間
右
勝
、
二
番
左
将
監
茨
田
重
方
、

　
　
右
府
生
秦
正
親
、
左
勝
、
是
鼓
也
、
自
余
番
々
入
夜
如
形
七
番
止
、

　
　
左
小
数
一
番
勝
、

保
信
勝
、
度
馬
場
殿
前
之
間
、
已
欲
絶
、
而
依
一
番
強
召
標
勅
使

問
勝
負
、
申
云
、
持
者
、
依
形
勢
申
所
欺
、
諸
卿
解
噸
、
武
文
存

已
負
由
不
帰
握
、
保
信
帰
握
、
在
々
将
被
物
、
春
宮
権
亮
道
雅
於

馬
出
見
物
、
不
堪
感
歎
、
脱
衣
云
々
、
見
者
為
奇
云
々
、
〈
左
勝

者
乍
騎
御
馬
、
度
寝
殿
前
向
握
、
右
勝
者
経
京
極
大
路
向
握
、
〉

［略
］
二
番
左
将
監
茨
田
重
方
、
右
府
生
秦
正
親
、
々
々
被
打
籠

鼓
、
［
略
］
三
番
左
将
曹
宗
岳
高
兼
、
右
将
監
下
毛
野
公
助
、
勝
、

四
番
左
府
生
榎
本
季

理
、
右
番
長
下
野
公
時
、
勝
、
而
更
被
問
標

勅
使
、
申
云
、
左
勝
者
、
還
以
軽
々
、
五
番
左
府
生
雀
部
是
国
、

右
府
生
下
毛
野
公
忠
、
勝
、
六
番
左
番
長
日
下
部
清
武
、
右
府
生

清
井
正
武
、
被
打
籠
鼓
、
七
番
、
不
可
競
之
由
被
仰
遣
、
依
昏
黒
、

而
有
鼓
声
、
驚
見
之
間
、
左
番
長
尾
張
時
頼
馳
度
、
右
府
生
清
井

正
武
被
打
籠
（
大
日
本
古
記
録
『
小
右
記
』
に
よ
る
、
稿
者
が
一

部
校
訂
し
た
、
文
字
は
一
部
正
字
・
常
用
漢
字
に
改
め
た
、
割
註

p
t
9
　
〈
　
〉
で
示
し
た
。
以
下
『
小
右
記
』
を
引
用
す
る
場
合
は
同

じ
）
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『
小
右
記
』
長
和
二
年
九
月
十
六
日

　
次
一
番
左
御
馬
出
、
騎
者
将
監
多
武
文
、
〈
今
日
貢
馬
、
号
鳥
子
、
〉

　
右
将
監
播
磨
保
信
、
〈
貢
馬
、
号
こ
ひ
ち
、
〉
自
申
一
点
廻
騎
及
数

　
剋
、
度
々
被
催
仰
、
殊
召
馬
出
勅
使
守
隆
有
宣
旨
、
酉
二
剋
馳
競
、



表

二
　
長
和
二
年
九
月
十
六
日
の
競
馬
（
上
東
門
院
第
）

番

勝

鼓

官
名

乗
尻
の
名

一
△
▲

左
近
将

近
将
監

多
武
文
播
磨
保
信

二

○

鼓

左
近
将

近
府
生

茨田
重
方
秦
正
親

三

●

左
近近

将
監

宗
岳
高
兼
下
毛
野
公
助

四

○

左
近
府

近
番
長

榎本
季
理
下
毛
野
公
時

五

●

左
近
府

近
府
生

雀
部
是

毛
野
公
忠

六

○

左
近
番

近
府
生

日
下
部
清
武
清
井
正
武

七

○

左
近
番

近
府
生

尾
張井

正
武

次
に
、
長
和
三
年
五
月
十
六
日
条
の
競
馬
に
つ
い
て
示
す
。

『
小
右
記
』
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
五
月
十
六
日

　
一
番
〈
将
監
多
武
文
、
将
監
播
万
保
信
、
〉
　
右
被
打
鼓
、
武
文
前

　
立
不
入
四

五
丈
許
、
度
々
左
大
臣
差
使
仰
遣
、
惣
不
入
、
甚
不
足

　
言
、
以
怖
畏
保
信
、
諸
卿
嘲
睡
、
武
文
去
年
負
者
也
、
今
般
廻
秘

計
可
決
雌
雄
、
去
年
負
畢
、
今
度
不
廻
乗
、
極
奇
惟
也
、
保
信
許

可
称
雄
云

々
、
武
文
馳
度
間
、
満
座
放
嘲
語
、
左
将
脱
衣
被
武
文
、

左
大
臣
勘
当
左
将
、
諸
卿
皆
云
、
太
無
故
被
物
云
々
、
誠
然
　
、

二
番
、
〈
将
監
茨
田
重
方
、
府
生
秦
正
親
、
〉
左
勝
、
重
方
従
奥
馳

出
、
尤
雄
也
、
方
将
等
、
多
被
物
、
三
番
、
〈
府
生
雀
部
是
国
、

将
監
下
毛
野
公
助
、
〉
右
被
打
鼓
、
四
番
、
〈
府
生
榎
本
季
理
、
府

生
下
毛
野
公
忠
、
〉
右
被
打
鼓
、
五
番
、
〈
番
長
日
下
部
清
武
、
府

生
清
井
正
武
、
〉
左
勝
、
六
番
、
〈
番
長
尾
張
時
頼
、
府
生
佐
伯
光

頼
、
〉
左
勝
、
七
番
、
〈
番
長
秦
武
重
、
近
衛
播
磨
貞
保
、
〉
右
被

打
鼓
、
八
番
、
〈
番
長
秦
武
方
、
将
曹
多
武
吉
、
〉
左
勝
、
九
番
、

〈近
衛
下
毛
野
光
武
、
将
曹
大
石
奉
吉
、
〉
左
勝
、
十
番
、
〈
府
生

物
部
武
仁
、
将
監
高
扶
宣
、
〉
右
勝
、
酉
剋
競
乏
、

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
三
つ
の
競
馬
を
見
る
と
、
そ
の
す
べ
て
の
一
番

に

武
文
が
騎
乗
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
長
和
二
年
の
↓
番
は
、
申

一
剋

（十
五
時
）
か
ら
始
ま
り
、
酉
二
剋
（
十
八
時
）
に
終
わ
る
と
い

う
実
に
三
時
間
を
か
け
た
熱
戦
の
末
、
右
方
の
保
信
（
九
五
五
～
1
0

一
五
）
が
勝
利
し
た
。
『
小
右
記
』
で
は
、
　
一
番
で
あ
っ
た
の
で
念
の

た
め
道
長
が
勝
負
を
確
か
め
た
と
こ
ろ
、
標
勅
使
が
持
と
答
え
た
た
め

に

観
覧

し
て
い
た
諸
卿
が
大
笑
い
し
た
。
武
文
は
す
で
に
自
分
は
負
け

た
思
い
込
み
、
勝
者
が
向
か
う
握
に
向
か
わ
な
か
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
一
番
は
全
体
の
流
れ
を
悪
く
す
る
か
た
ち
と
な
り
、
十
番
ま
で
予

定

さ
れ
て
い
た
は
ず
が
、
日
没
に
よ
り
七
番
ま
で
と
な
っ
た
。
そ
の
七
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表
三
　
長
和
三
年
五
月
十
六
日
の
競
馬
（
上
東
門
院
第
）

番

勝

鼓

官
名

乗
尻
の
名

一

゜○

鼓

左
近近

将
監

　

二

b

左
近近

府
生

茨

三

鼓

左
近近

将
監

四

○

鼓

左
近近

番
長

五

○

左
近近

府
生

日
下
部
清
武
．
　
　
　
．
　
　
　
1
　
　
　
　
．
　
　
　
．
　
　
　
．
清
井
正
武

六

○

左
近
番

近
府
生

尾
張伯

光
頼

七

○

鼓

左

秦
武
重
播
磨
貞
安

八

○

左
近近

将
曹

秦
武武

吉

九

○

　

左
近

右
近
将
曹

下
毛
野
光

石
奉
吉

十

．
ぴ

左
近近

将
監

番

も
道
長
の
行
わ
な
い
と
の
仰
せ
に
反
し
、
時
頼
（
？
～
1
0
三
一
）

と
正
武
（
生
没
年
未
詳
）
が
強
引
に
行
っ
て
い
る
。
正
武
が
六
番
、
七

番

と
連
続
し
て
騎
乗
し
て
い
る
こ
と
も
妙
な
感
じ
に
受
け
取
れ
、
い
ず

れ
に

し
て
も
こ
の
日
の
競
馬
が
公
的
な
儀
式
と
は
ほ
ど
遠
い
内
容
で
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

さ
ら
に
武
文
が
乗
っ
た
一
番
は
、
標
勅
使
の
判
断
で
は
持
、
道
長
、

実
資
の
目
に
は
左
方
が
負
け
と
認
め
ら
れ
る
対
戦
と
な
っ
た
こ
と
で
、

そ
の
後
四
、
六
、
七
番
で
は
、
勝
ち
が
徹
底
し
て
左
に
な
る
よ
う
仕
向

け
ら
れ
て
い
る
。
四
番
の
季
理
（
生
没
年
未
詳
）
、
公
時
（
九
九
八
～

1
0
1
七
）
戦
で
は
右
方
が
勝
っ
て
い
た
の
を
標
勅
使
に
よ
っ
て
左
方

の

勝
ち
と
な
っ
て
お
り
、
六
番
の
清
武
（
生
没
年
未
詳
）
、
正
武
戦
、

七

番
の
時
頼
、
正
武
戦
で
は
、
『
小
右
記
』
に
「
右
鼓
を
打
ち
籠
め
ら

る
」
と
見
え
、
鼓
に
よ
っ
て
左
方
の
勝
利
と
な
っ
て
い
る
。
「
鼓
を
打

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

ち
籠
め
ら
る
」
に
つ
い
て
、
山
本
佳
奈
氏
は
打
た
れ
た
右
側
の
負
け
を

意
味

し
、
左
方
に
有
利
に
は
た
ら
い
て
い
る
と
し
て
い
る
。
『
御
堂
関

白
記
』
が
左
方
の
下
に
「
勝
鼓
」
と
し
た
り
、
右
方
の
下
に
「
左
勝
、

是
鼓

也
」
と
し
た
り
記
し
て
い
る
の
も
「
左
が
勝
ち
、
こ
れ
は
右
に
鼓

が
打
た
れ
た
こ
と
に
よ
る
」
の
意
が
あ
る
の
だ
と
言
う
。
勝
ち
を
左
方

に

仕
向
け
る
の
は
「
左
方
」
1
1
「
帝
王
方
」
と
い
う
勝
負
儀
礼
の
原
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
　

を
念
頭
と
し
て
い
た
か
ら
だ
と
説
く
。
賀
茂
別
雷
神
社
で
現
在
行
わ
れ

て
い

る
五
月
五
日
の
競
馬
会
神
事
で
も
、
古
例
に
従
い
、
左
方
が
勝
つ

よ
う
左
方
が
右
方
に
先
だ
っ
て
駆
馳
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
十
番
の
総
計
が
左
方
勝
利
に
す
る
こ
と
は
、
当
時
か
ら
重
視
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さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
長
和
二
年
の
競
馬
が
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
申
1
剋
か
ら
始
ま
る
競
馬
は
、
勝
負
に
よ
っ
て
は
日
没
を

迎

え
、
十
番
ま
で
到
ら
な
い
場
合
も
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
一
番
武
文

に

け
ら
れ
た
左
方
勝
利
の
期
待
は
大
き
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

そ
の
武
文
は
、
長
和
三
年
五
月
十
六
日
の
競
馬
で
一
番
で
、
長
和
二

年
の
時
と
同
じ
保
信
と
対
戦
し
た
。
そ
の
結
果
を
見
て
み
る
と
、
左
方
、

武
文
の
勝
ち
、
右
方
、
保
信
が
鼓
を
打
た
れ
た
と
あ
る
。
た
だ
し
、
一

番
勝
負
の
儲
馬
（
先
行
）
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
武
文
は
出
発
点
に
な
か

な
か
入
ら
な
か
っ
た
り
、
乗
り
廻
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
り
、
そ
の
振
る

舞
い
は
観
覧
者
の
目
に
勝
利
者
と
は
言
い
が
た
い
も
の
だ
っ
た
。
こ
の

武
文
の
振
る
舞
い
に
、
実
資
は
「
甚
だ
言
ふ
に
足
ら
ず
。
保
信
を
怖
畏

す
る
に
似
る
」
、
F
保
信
ば
か
り
、
雄
と
称
す
べ
し
」
と
い
ら
だ
ち
を
表

し
て
い
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
前
日
『
小
右
記
」
十
五
日
条
の
記

事
を
見
る
と
、
そ
の
理
由
が
分
か
る
。

　
　
丹
波
中
将
来
、
定
明
日
競
馬
井
騎
射
事
等
、
将
監
・
将
曹
・
府
生

　
　
前
後
一
二
手
三
兵
等
也
、
依
左
相
府
命
者
、
将
監
保
信
可
会
武
文

　
　
云

々
、
密
々
可
被
打
鼓
之
由
示
中
将
、
中
将
退
去
後
、
面
仰
保
信

　

こ
れ
を
見
る
と
、
武
文
、
保
信
戦
は
、
実
資
が
対
戦
を
決
め
た
も
の

で
、
さ
ら
に
は
密
々
に
保
信
に
鼓
を
打
た
れ
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
こ

の

実
資
の
計
ら
い
は
、
勝
負
の
判
定
が
困
難
だ
っ
た
長
和
二
年
九
月
十

六

B
の
競
馬
と
同
じ
轍
を
踏
ま
ず
に
、
観
覧
者
の
目
に
も
は
っ
き
り
と

武
文
の
勝
ち
と
し
て
映
る
よ
う
計
画
し
、
自
分
は
右
大
将
の
身
で
あ
る

に

も
関
わ
ら
ず
、
公
的
な
儀
式
に
適
う
よ
う
に
左
方
勝
利
の
足
が
か
り

を
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
番
に
続
く
三
、
四
、
七
番
の

対
戦

を
見
て
も
「
右
、
鼓
を
打
た
る
」
と
鼓
に
よ
っ
て
左
方
の
勝
利
を

導
い
て
い
る
。

　
寛
仁
元
年
九
月
二
十
二
日
の
競
馬
の
一
番
で
武
文
が
勝
利
し
た
の
も
、

左
方
勝
利
で
そ
の
日
の
競
馬
を
始
め
る
狙
い
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

こ
こ
ま
で
見
る
と
、
三
番
の
是
国
、
公
忠
戦
は
、
『
江
家
次
第
』
の
言

う
よ
う
に
「
偏
頗
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
こ
の
番
だ
け

が
、
左
方
に
鼓
が
打
た
れ
、
右
方
の
勝
利
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

左
方
で
あ
る
の
に
鼓
を
打
た
れ
た
是
国
が
、
そ
の
結
果
に
納
得
が
い
か

な
い
の
も
無
理
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

ど
う
し
て
左
方
の
是
国
は
鼓
を
打
た
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
o
そ
の
答

え

は
、
二
日
後
の
『
小
右
記
』
二
十
四
日
条
の
記
事
を
見
る
と
理
解
で

き
る
。

　
　
致
行
朝
臣
申
剋
自
石
清
水
来
云
、
〈
在
長
経
朝
臣
共
云
々
、
〉
［
略
］

　
　
又
致
行

云
、
競
馬
左
勝
、
舞
竜
王
、
諸
大
夫
分
左
右
、
勝
者
纏
頭

　
　
数
重
、
非
大
殿
井
摂
政
随
身
者
不
纏
頭
、
偏
頗
分
明
者

　

こ
れ
は
、
鼓
を
担
当
し
た
長
経
と
一
緒
に
い
た
藤
原
致
行
（
生
没
年

不
詳
、
顕
光
の
家
司
か
）
が
石
清
水
八
幡
宮
か
ら
戻
り
、
参
詣
の
様
子

を
報
告
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
勝
者
に
は
纏
頭

（被

け
物
）
が
あ
っ
た
が
、
道
長
と
頼
通
の
随
身
は
多
く
、
そ
れ
以
外

の

随
身
に
は
な
か
っ
た
。
偏
頗
は
明
ら
か
だ
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。

競
馬
の
勝
者
は
纏
頭
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
「
諸
大
夫
」

の

範
囲

を
ど
こ
ま
で
と
解
釈
す
る
か
は
難
し
い
が
、
摂
関
家
以
外
の
勝
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者
が
受

け
た
纏
頭
は
少
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
日
の

競
馬

は
、
摂
関
家
の
勝
利
を
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
あ

る
。
是
国
の
対
戦
相
手
公
忠
は
、
道
長
の
随
身
で
あ
る
。
長
経
が
摂
関

家
勝
利
の
重
圧
に
よ
り
是
国
に
鼓
を
打
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
密
々
に

摂
関
家
か
ら
命
令
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
こ
は
定
か
で
は
な
い
が
、
摂
関

家
勝
利
と
い
う
背
景
が
影
響
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
七
番
の

信
遠

（生
没
年
未
詳
）
、
年
近
（
生
没
年
未
詳
）
戦
は
、
右
方
、
年
近

は
道
長
の
随
身
で
あ
っ
た
が
、
左
方
の
信
遠
が
実
資
の
随
身
で
あ
っ
た
。

左
方
し
か
も
実
資
の
随
身
に
鼓
を
打
つ
こ
と
は
、
長
経
に
と
っ
て
も
摂

関
家
に
と
っ
て
も
躊
躇
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
も
七
番
と
い
う
終

わ

り
に
近
い
対
戦
で
右
方
を
勝
利
さ
せ
る
こ
と
は
、
左
方
勝
利
の
原
則

を
危
う
く
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
是
国
に
と
っ
て
は
三
番
と
序

盤
で

あ
っ
た
こ
と
が
災
い
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

実
資
が
致
行
か
ら
受
け
た
報
告
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
は
、
長
経
の
鼓

は
、
是
国
に
と
っ
て
は
苦
い
経
験
と
な
っ
た
も
の
の
、
摂
関
家
や
共
に

参
詣
し
た
公
卿
た
ち
に
と
っ
て
は
好
意
的
に
受
け
と
ら
れ
た
だ
ろ
う
と

想
像

さ
れ
る
。
一
方
、
石
清
水
参
詣
に
同
行
し
な
か
っ
た
実
資
ら
に
は

偏
頗

は
明
ら
か
だ
と
奇
異
に
受
け
と
る
出
来
事
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

分
か

る
。
ま
た
実
資
が
致
行
は
長
経
と
一
緒
だ
っ
た
と
わ
ざ
わ
ざ
割
註

で
記
し
て
い
る
の
も
大
変
興
味
深
い
。
長
和
年
間
の
二
つ
の
競
馬
は
、

三
条
天
皇
の

行
幸

を
伴
っ
て
い
た
の
で
、
実
資
も
深
く
関
わ
り
、
目
の

前
で
見
た
対
戦
の
有
り
様
を
『
小
右
記
』
に
詳
細
に
残
し
て
い
る
。
し

か

し
、
寛
仁
元
年
の
競
馬
は
、
摂
関
家
の
行
事
で
あ
っ
た
の
で
、
実
資

は
都
に
残
り
、
実
際
に
見
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
寛
仁
元
年
九
月
史
実

か

ら
、
こ
の
日
の
競
馬
は
公
的
な
儀
礼
に
準
じ
な
が
ら
も
、
主
催
者
と

観
覧
者
の
人
格
的
つ
な
が
り
を
確
認
す
る
性
格
も
あ
っ
た
こ
と
は
明
白

で
、
摂
関
家
が
主
催
す
る
競
馬
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
、
長
経

の

名
を
残
す
こ
と
で
実
資
は
傭
醸
的
、
客
観
的
な
目
で
評
価
し
よ
う
と

し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

三
　
む
す
び

　
本
稿
の
冒
頭
で
発
し
た
三
つ
の
問
い
に
つ
い
て
、
そ
の
答
え
と
し
て

考
え
ら
れ
る
こ
と
を
こ
こ
で
ま
と
あ
て
お
き
た
い
。

　
l
つ
は
、
な
ぜ
明
理
は
不
公
平
で
え
こ
ひ
い
き
な
鼓
を
打
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
大
鏡
』
伊
サ
伝
の
競
馬
は
、

高
陽
院
の
も
の
で
は
な
く
、
寛
仁
元
年
九
月
二
十
二
日
の
石
清
水
八
幡

宮
の
競
馬
で
あ
っ
た
こ
と
を
押
さ
え
た
上
で
、
そ
の
競
馬
が
摂
関
家
勝

利
の
期
待
を
込
あ
て
行
わ
れ
た
た
め
に
、
明
理
つ
ま
り
は
長
経
が
道
長

の

随
身
を
勝
ち
に
す
る
た
め
に
鼓
を
打
っ
た
と
し
た
い
。

　
二
つ
目
に
、
そ
の
場
に
い
た
者
た
ち
は
、
明
理
の
鼓
を
聞
き
、
是
国

に

同
情
し
、
明
理
に
批
判
の
目
を
向
け
た
の
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
逆

に

明
理
を
の
の
し
っ
た
是
国
に
批
判
の
目
が
向
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か

と
い
う
問
い
に
つ
い
て
は
、
そ
の
場
に
い
た
摂
関
家
や
観
覧
者
に
と
っ

て
、
明
理
（
長
経
）
の
行
為
は
、
摂
関
家
勝
利
に
賛
同
す
る
も
の
と
し

て
、
好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
た
と
考
え
る
。
観
覧
者
が
是
国
に
対
し

て
持
つ
感
情
は
、
さ
ま
ざ
ま
だ
ろ
う
が
、
左
方
勝
利
が
原
則
の
競
馬
で
、
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左
方
の
乗
尻
で
あ
っ
た
是
国
に
対
し
て
負
け
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
同
情

し
た
者
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
同
情
し
た

者
の
中
に
は
、
そ
の
後
の
是
国
の
放
言
に
は
閉
口
し
た
者
も
多
か
っ
た

だ

ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

　
三
つ

目
に
、
F
秀
句
」
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
長
経
は
、
中

関
白
家
の
縁
者
と
し
て
順
調
に
昇
進
を
果
た
し
て
い
た
が
、
長
徳
の
変

に

よ
っ
て
、
長
徳
二
年
（
九
九
六
）
四
月
二
十
四
日
か
ら
翌
長
徳
三
年

（九
九

七
）
九
月
九
日
ま
で
約
一
年
半
の
昇
殿
停
止
が
あ
り
、
そ
の
後

も
十
五
年
の
長
期
に
渡
っ
て
左
京
大
夫
に
留
あ
ら
れ
る
な
ど
苦
労
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
と
槙
野
氏
は
言
う
。
こ
の
よ
う
に
中
関
白
家
に
翻
弄
さ

れ
た

長
経

が
、
恣
意
的
か
そ
う
で
な
い
か
は
定
か
で
は
な
い
に
し
ろ
、

鼓
を
打
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
道
長
の
随
身
の
肩
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
。

当
然
勝
ち
と
思
っ
て
い
た
是
国
の
長
経
に
対
す
る
の
の
し
り
は
、
長
経

に

と
っ
て
こ
れ
ほ
ど
辛
い
言
葉
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
周
り
の
者
も
事

態

を
収
め
よ
う
の
な
い
緊
張
感
に
包
ま
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
の

タ
イ
ミ
ン
グ
で
投
げ
ら
れ
た
「
行
成
が
醜
名
呼
ぶ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
い

と
辛
い
こ
と
な
り
」
と
い
う
言
葉
は
、
ど
れ
ほ
ど
人
々
を
救
っ
た
で
あ

ろ
う
か
。
昔
の
こ
と
を
言
う
な
よ
、
そ
の
よ
う
に
皆
が
理
解
し
た
か
ら

こ
そ
、
面
白
が
り
、
当
時
の
語
り
ぐ
さ
と
な
っ
た
と
想
像
す
る
の
で
あ

る
。

　
冒
頭
で
は
提
起
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
検
討
の
中
で
浮
か
び
上
が
っ

た
問
い
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
鼓
の
鳴
ら
し
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い

て
の

詳
細
は
古
記
録
か
ら
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。
当
時
の
競
馬
は
一

直
線
に
ゴ
ー
ル
を
目
指
す
も
の
で
は
な
く
、
左
右
の
両
者
が
馬
を
近
づ

け
た
り
、
回
転
さ
せ
る
な
ど
制
御
し
な
が
ら
、
相
手
を
攻
撃
し
た
り
、

相
手
の
攻
撃
か
ら
身
を
守
っ
た
り
す
る
馬
芸
を
競
う
も
の
で
あ
っ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
観
覧
者
は
ま
ず
一
定
時
間
そ
の
芸
に
興
じ
、
勝

負
が
長
く
な
っ
て
く
る
と
、
主
催
者
が
標
勅
使
ら
に
命
じ
て
勝
負
を
催

促

さ
せ
た
。
こ
こ
か
ら
は
想
像
だ
が
、
そ
れ
以
上
の
時
間
に
な
る
と
鼓

を
打
た
せ
、
鼓
が
鳴
る
と
乗
尻
は
ゴ
ー
ル
を
目
指
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た

の

で

は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
鼓
を
打
つ
方
は
、
勝
た
せ
た
い

馬
の
制
御
が
整
っ
て
い
る
タ
イ
ミ
ン
グ
、
ま
た
は
ゴ
ー
ル
に
近
い
と
こ

ろ
に
馬
が
い
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
鼓
を
打
つ
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
こ
の

よ
う
な
方
法
で
あ
れ
ば
、
『
小
右
記
』
長
和
三
年
五
月
十
六
日
の
競
馬

に

あ
っ
た
よ
う
に
、
前
日
に
負
け
う
と
言
わ
れ
た
乗
尻
も
一
定
時
間
は

自
分
の
馬
芸
を
披
露
で
き
、
鼓
が
鳴
っ
た
ら
相
手
に
遅
れ
て
駆
け
だ
せ

ば

よ
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
想
像
は
、
ま
だ
仮
説
の
段
階
で
あ

る
。
あ
く
ま
で
も
儀
式
研
究
の
進
展
を
待
ち
つ
つ
、
今
後
も
検
討
し
て

い
き
た
い
。

　
も
う
l
つ
残
さ
れ
て
い
る
問
い
は
、
東
松
本
や
近
衛
本
な
ど
に
「
あ

し
う
ち
さ
け
て
」
と
あ
る
本
文
が
、
蓬
左
本
だ
け
「
あ
し
う
う
ち
ま
け

て
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
今
回
の
検
討
の
結
果
も
橘
氏
や
松
村
氏
が

指
摘
す

る
よ
う
に
「
悪
し
う
打
ち
曲
げ
て
」
と
取
っ
た
方
が
す
っ
き
り

す
る
。
し
か
し
、
現
状
は
蓬
左
本
の
一
本
し
か
な
い
の
で
、
『
大
鏡
』

の

原
本
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
の
結
論
を
今
は
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

意
味
が
通
じ
な
い
字
の
方
が
、
か
え
っ
て
そ
の
作
品
に
は
重
要
な
場
合
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も
多
い
。
諸
本
の
字
母
を
含
め
た
文
献
学
的
な
研
究
の
進
展
を
期
待
し

な
が
ら
、
今
後
も
検
討
し
て
い
き
た
い
。
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